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平
成　

年
第
１
回
危
険
物
取

１９

扱
者
試
験
が
５
月　

日
蚊

に
実

２７

施
さ
れ
ま
す
が
、
受
験
さ
れ
る

方
を
対
象
に
危
険
物
取
扱
者
試

験
準
備
講
習
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方
は

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

猿

講
習
日

　

平
成　

年
５
月　

日
俄

か
ら

１９

２１

５
月　

日
牙

ま
で
の
４
日
間
で

２４

実
施
し
ま
す
。

猿

講
習
申
込
先

　

留
萌
危
険
物
安
全
協
会
（
留

萌
消
防
署
予
防
課
保
安
係
）ま
で
。

猿

お
問
い
合
わ
せ

　

留
萌
消
防
署
予
防
課
保
安
係

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

維　

倆

２
２
９
５

４２

外出前・おやすみ前の防火点検を習慣づけましょう。

８

地域では、お年寄り家庭へ「防災アドバイス」を

９

 

 

　

４
月　

日
画

か
ら
４
月　

日
俄

ま

２０

３０

で
の
間
、
「
消
さ
な
い
で 

あ
な
た
の

心
の 

注
意
の
火
」
を
統
一
標
語
に
春

の
火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

　

各
地
で
住
宅
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
で
多
数
の

火
災
に
よ
る
死
者
が
出
て
い
ま
す
。

陽
気
に
誘
わ
れ
出
か
け
る
機
会
の
多

く
な
る
こ
の
季
節
、
火
に
対
す
る
警

戒
心
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
い
よ
う

事
業
所
内
、
家
庭
内
で
話
し
合
い
ま

し
ょ
う
。

　

留
萌
消
防
組
合
で
は
火
災
予
防
運

動
期
間
中
、
火
災
防
ぎ
ょ
訓
練
、
住

宅
防
火
展
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

を
通
じ
て
火
災
予
防
を
訴
え
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
、
ご
協
力
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　近年住宅火災の死者は建物火災全体の約９割にものぼり、このうち約７割が

逃げ遅れによるものとなっています。このことから全国で住宅用火災警報器の

設置が義務化となっており、留萌市・小平町でも新築の住宅は平成１８年６月１

日から、既存の住宅についても平成２３年６月１日までに設置することが義務化

となっております。

　火災の早期発見は生命、身体、財産を守る上で非常に大切です。自分の家は

大丈夫ではなく、もし火災が起きたらの事を考え設置をお願いします。

住宅用火災警報器の義務化について

煙紙面に対するお問い合わせは煙

　留萌消防組合消防署 予防課　電話　0164－42－2211

　　　　　　　　　　 　　　　直通　0164－42－2296

　留萌消防組合小平支署 予防係　電話　0164－56－2221

　留萌消防組合鬼鹿支署　 　　　電話　0164－57－1253

　　　　　　　　消火器の不適切な値段に

　　　　　　　よる点検・販売とともに、

住宅用火災警報器の設置の義務化にともな

い不適切な値段による販売をする業者が道

北地区でも出てきています。トラブルに巻

き込まれないよう、よくわからない場合は

はっきりと断る、契約書に印を押さないこと

が大事です。

　

午後８時サイ レ ン吹鳴

《全国統一標語》

　『消さないで　あなたの心の　注意の火』
《留萌消防組合テーマ》

　『火災から　生命を　守ろう』

　

現
在
、
留
萌
消
防
組
合
内
（
留
萌
市
・
小
平
町
）

に
て
携
帯
電
話
を
使
っ
て
１
１
９
番
し
た
場
合
、
留

萌
消
防
署
の
通
信
室
に
直
接
通
報
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
受
信
ア
ン
テ
ナ
に
よ
り
隣
接
地

域
で
は
隣
の
町
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
１
１
９
番
が
つ
な
が
っ
た
ら
○
○
市
○
○
町
と

住
所
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。
住
所
が
は
っ
き
り
し
な
い

場
合
は
、
目
標
物
・
看
板
な
ど
場
所
が
特
定
で
き
る

も
の
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。（
自
動
販
売
機
が
近
く
に

あ
れ
ば
住
所
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
）

住宅用火災警報器の設置場所は

寝室として使用している部屋と

階段の天井部分です。

平
成　

年
１９

危
険
物
取
扱
者
試
験

事
前
講
習
会
開
催
の

お
知
ら
せ

７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
…

 

３ 
つ
の
習
慣 

①
寝
た
ば
こ
は
、
絶
対
や
め
る
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を
消
す
。

 

４ 
つ
の
対
策 

①
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

②
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を
防

ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を
使
用
す

る
。

③
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
住
宅
用
消
火
器
な
ど
を
設

置
す
る
。

④
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の
協

力
体
制
を
つ
く
る
。
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